
徳島県告示第2 5 9号 

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）第41条の

規定により、令和８年度狩猟免許試験を次のとおり実施する。 

令和８年５月22日 

                     徳島県知事  後 藤 田  正  純 

１ 試験の日時 

第１回 令和８年８月２日（日曜日）午前10時から 

第２回 令和８年８月30日（日曜日）午前10時から 

第３回 令和８年10月11日（日曜日）午前10時から 

第４回 令和９年１月31日（日曜日）午前10時から 

２ 試験の場所 

会 場 名 場 所 

徳島会場 第１回 徳島市新蔵町一丁目67 

  徳島県徳島農林事務所 

 第２回 同 

 第３回 同 

 第４回 同 

阿南会場 第１回 阿南市富岡町あ王谷46 

  徳島県阿南農林事務所 

 第２回 同 

 第３回 同 

 第４回 同 

美馬会場 第１回 美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73 

  徳島県美馬農林事務所 

 第２回 同 

 第３回 同 

 第４回 同 

３ 狩猟免許申請書の提出期間 

第１回 令和８年６月29日（月曜日）から同年７月17日（金曜日）まで 

第２回 令和８年７月27日（月曜日）から同年８月14日（金曜日）まで 

第３回 令和８年９月７日（月曜日）から同月25日（金曜日）まで 

第４回 令和８年11月30日（月曜日）から同年12月18日（金曜日）まで 

４ 狩猟免許申請書の提出先 

対 象 者 提 出 先 

徳島県徳島農林事務所及び徳島県吉野川農林

事務所の所管区域内に住所を有する者 

徳島市新蔵町一丁目67  

徳島県徳島農林事務所 

徳島県阿南農林事務所及び徳島県美波農林事

務所の所管区域内に住所を有する者 

阿南市富岡町あ王谷46 

徳島県阿南農林事務所 

徳島県美馬農林事務所及び徳島県三好農林事

務所の所管区域内に住所を有する者 

美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73 

徳島県美馬農林事務所 


